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私たちは、日本において気候変動防止のために、経済学や政治学の立場から研究・提言を行

っている者です。今回、貴兄らの書簡「環境政策に影響を持つ反原発の人々へ」（Caldeira et al., 

2013）に触発されて筆をとりました。これまでの貴兄らの気候変動問題に対する極めて真摯な

取り組みは賞賛しております。しかし、気候変動対策として原子力発電の役割を重視するべき

という考えには、福島第一原発事故を経験した日本人として違和感を持たざるを得ません。 

	 理由は、「気候変動問題が深刻だから原子力発電が必要」という議論は、もう少し丁寧になさ

れるべきだと考えるからです。すなわち、原子力発電のリスクと他のエネルギーや環境問題の

リスクの比較は単純ではありません。特に原子力発電のような、大きな事故があったときに取

り返しのつかない状況に陥る場合は特別な考慮が必要です。そして結果的に、博士らは、原子

力発電のリスクを過小評価しているように思われます。同時に、原子力発電以外の気候変動対

策である燃料転換、再生可能エネルギー、省エネなどの役割も過小評価しています。後述する

ように日本の環境保護主義者の間には、気候変動防止の動き自体が原子力産業の陰謀であると

する気候変動問題に対する懐疑論が、博士たちの想像以上に強く根付いています。そのため、

私たちは気候変動も原子力発電もない解決策の必要性と可能性を唱えてきました。気候変動防

止のために原子力発電の利用を呼びかけるという博士たちの書簡は、むしろそのような懐疑論

者が持つ疑念を強め、気候変動防止の必要性に広く理解を求める目的からも逆効果となると懸

念されます。 

	 以下では、日本の状況も紹介しながら具体的に原子力発電のリスク、発電コスト、新型原子

炉、そして原子力発電に依存しない気候変動対策の可能性について述べたいと思います。ご参

考にしていただければ幸いです。	 

                                            
* E-mail address: asuka@cneas.tohoku.ac.jp 
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2． 死亡者数の比較 

3． 原子力発電の発電コスト 

4． 日本が回避した最悪シナリオ 

5． 石炭火力発電とのセットでの導入 

6． 新型原子炉の役割 

7． 原子力発電なしでの 2 度目標達成可能性 

8． 結論：Òロシアン・ルーレットÓに頼らない政策を 

 

1．原発事故の確率 

	 原子力発電と他のエネルギー源とのリスクや安全性を比較する際に重要なのが、原子力発電

所において重大事故が起きる確率です。よく知られていますように、Nordhaus（1997）は、スウ

ェーデンにおける脱原発政策の合理性を詳細に分析しました。しかし、そこでの議論の前提は

「メルトダウン（炉心溶融）が起こるような過酷事故のリスクは 100万年炉年（1 基の原子炉が

1 年間稼働する時間を 1 炉年）に 1 回から 1 億炉年に 1 回」というものでした。このような小さ

な数字は、確率論的リスク評価（PRA）というシミュレーション計算の結果に過ぎないもので、

国際的には国際原子力エネルギー機関（IAEA）の「安全目標」に位置づけられているものです。

日本の原子力発電政策の失敗は、このような数字を「安全性の証明」として行政や司法が信じ

こんでしまったことにありました。イベント・ツリー分析などによる確率論的リスク評価の結

果は、あくまでその相対値の改善を目標としてプラントの弱点の克服に援用するものであり、

絶対値を「安全性の証明」として活用すべきものではないのです。 

	 もし、このような事故確率に基づいて、リスク評価のプロフェッショナルである保険会社に

対して、極めて低い保険料率で巨額の保険金の原発事故損害賠償保険を引き受けるように提案

したらどうでしょう。それを引き受ける保険会社は一社もないに違いありません。 

	 福島事故以前の 1997年に日本の原子力保険プールがどの程度の保険料を設定していたかを紹

介します。当時、損害賠償保険の保険金は 300億円でした。それも日本の法律に基づき、地震・

津波・噴火などを原因とする事故は、保険が免責されるという条件です。その年には、サイト

23 件で約 23 億円、つまり 1 サイトあたり 1 億円の保険料が支払われていました。これを純保

険料の近似値と見れば、放射性物質が外部に放出されるような事態にあたる 300 億円の損害額

を超える事態が、およそ 300 年に一度の頻度で起こると見積もられていることが分かります。

保険会社が、1000万年に一度の確率で計算してくれるなら、1 サイトあたり 3000円でよいはず

なのですが、そうはいきませんでした。 

	 福島第一原発事故後に行われた日本政府の原子力委員会における原発事故リスクのコストの

議論においては、日本での 1500炉年の運転実績の中で 3 基が大事故を起こしたので、事故確率

は 500 炉年に 1 回という考え方が提示され、議論されました。その場合、かつての日本のよう
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に一国で 50 基の原子力発電ユニットが稼働しているとすると、10 年に 1 回の割合で大きな事故

がその国の中で起きることになります。 

	 このように、原発事故発生リスクについては、より現実的な観点から見直しが求められてい

ます。少なくとも確率論的リスク評価の数値をあたかも現実の事故確率であるかのように錯覚

して議論の前提とするのは問題だと思われます。 

 

2．死亡者数の比較 

発電用エネルギーとしての原子力発電のリスクを議論する際には、しばしば世界における大

気汚染、特に途上国での石炭燃焼由来の大気汚染による死亡者数が比較の対象となります。す

なわち、大気汚染による死亡者数がより多く、大気汚染対策のためにも原子力発電は必要とい

うものです（Revkin, 2013）。 

	 一般に、大気汚染による死亡者の計算に関しては、Pope et al.（2002）の PM2.5（微小粒子状

物質）などの大気汚染物質と早期死亡者との関連性に関する研究が引用されます。この研究は、

米国での統計データを用いて、PM2.5などによって主に心血管機能障害と肺がんによる死亡リス

クが相対的に高まることを示したものです。この相対的死亡上昇率に一定の人口などをかけて

「予想死亡者増加数」を計算します。確かに大気汚染による健康被害は深刻なものの、発病や

死に至る過程が大きく異なる大気汚染物質による被害と、放射性物質による被害とを直接比較

することには疑問を感じます。 

	 福島第一原発事故では、放射性物資の被曝による直接の死亡者は、現時点では報告されてい

ません。その第一の理由は原発事故や放射線被曝が「安全」だからではなく、十数万人に達す

る人々が比較的早期に避難したことによります。しかも、ある程度の放射線被曝は生じてしま

っており、その長期的な影響についても確定したことは言いがたい状況です。 

	 より深刻なのは、「間接的」とされる原発事故関連死の方です。東北地方の海岸地域のほとん

どで、大地震と津波の被災者には市民等や自衛隊・米軍による救援の手がすぐに差し伸べられ

ました。しかし、福島県沿岸は被曝を心配して自衛隊も入ることができず、被災者は長期間に

わたり置き去りにされました。困難で長期にわたる避難生活で命を落とした人々、農地や家畜

が汚染され生活再建に絶望し自ら命を断った人々など、福島県庁によると原発事故関連死の数

は、福島県だけで 2013年 9 月時点で 1459人です（福島民報 2013年 9 月 6 日）。間接といえど

も、その人たちは、原発事故がなければ死ぬこともなかった人たちです。 

	 2013年 11 月時点での福島第一原発事故による避難者数は福島県からだけで約 15.9 万人です

（復興庁, 2013）。また、福島県以外にも、東北地方や関東地方で高濃度の放射性物質で汚染さ

れた地点があり、多くの人々が長期にわたって避難しています。すなわち、非常に多くの人が、

放射能によって、故郷、仕事、生活、家庭を奪われました。出産のために故郷を離れた女性も

少なくなく、被曝したために出産自体をあきらめた女性もいます。その結果、原発事故が発生

して以降、多くの地域で人口、特に出生数が減少しています。例えば、福島県郡山市（2010 年
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時点で人口約 34 万）では、2013年 1 月の出生数は 2011年 1 月に比べて 34%減少しました（郡

山市, 2013）。 

	 事故の規模によっては数万から数千万の人々が避難を強いられ、コミュニティが崩壊し、そ

れぞれの人生が破壊され、事故が無かったら生まれていたはずの命が奪われる。これらが原発

事故で起きることです。そのようなリスクの大きさは甚大なものであり、病気による予想死亡

者増加数などをもとにした大気汚染や他のリスクとの単純な比較は、あえて言えば無意味だと

考えます。 

 

3．原子力発電の発電コスト 

	 気候変動対策として原子力発電が必要という議論の背景には、原子力による発電のコストが

相対的に小さいという前提もあります。しかし、そのような前提は多くの疑問符がつきます。 

	 原子力発電の発電コストに関しては、福島第一原発事故前から、日本政府が公表している数

値（5.9円/kWh：2004年政府試算）は過小すぎると批判がありました。なぜならば、政府が公表

した発電コストは、理想的なモデル・プラントを想定して計算したものであり、かつ研究開発

や立地対策などの政策コストが含まれていなかったからです（例えば大島, 2011）。実際には、

それらのコストは税金の形で国民が負担していました。 

	 また、日本では米国と同様に、原発事故の責任は原子力事業者（電力会社）に集中される、

という名目のもとで、メーカーの製造物責任が免除されています。メーカーが欠陥部品を納品

して、それが原因で事故が起こっても、彼らは責任を負わないでよいのです。製造物責任を負

わせられれば、メーカーは工事や納品を忌避するか、あるいは、製造コストがいっそう上昇す

るに違いありません。 

	 福島第一原発事故後、政府も計算をやり直し、政策費用や事故費用（事故収束費用、損害賠

償費用、地域再生費用）などの社会的費用を考慮して、一キロワット時当たり、2010 年で原子

力は 8.9円以上（将来的に事故費用が増加したら発電コストも増加するという但し書き付き。実

際に、事故費用は当時に比べて増加中）、石炭火力は 9.5円、LNG 火力は 10.7 円、風力（陸上）

は 9.9〜17.3円、太陽光（住宅用）は 33.4〜38.3円に改めました（エネルギー・環境会議, 2011）。

しかし、この数値も、原子力発電の場合、十分なバックエンド・コスト、放射性廃棄物保管料、

事故炉の廃炉コスト、賠償保険料などを計上しておらず、それらを含めると 100円/kWh 以上に

なるという計算もあります（三上, 2013）。また、風力や太陽光は、日本ではまだ割高なものの、

世界においては急速にコストが下がっています。最新のデータによると、一キロワット時当た

りで、風力（陸上）は OECD諸国で 5-16 セント、非 OECD国で 4～16 セント、太陽光（住宅用）

は OECD諸国で 20～46 セント、非 OECD国で 28～55 セント、欧州で 16～38 セント、太陽光（大

規模）は OECD諸国で 12～38 セント、非 OECD国で 9～40 セント、欧州で 14～34 セントのレ

ベルになっています（Renewable Energy policy Network for the 21st Century, 2013）。 

	 すなわち、原子力発電の発電コストが一見小さく見えるのは、巨大な外部費用が含まれてい

ないからです。真のコストが反映されていないという意味で、原子力発電は自賠責保険をかけ
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ないで自動車を運転するようなものであり、他のエネルギー源との発電コスト面での相対的優

位性は大きく崩れつつあります。	  

 

4．日本が回避した最悪シナリオ 

	 日本で実際に起きたことを紹介します。福島第一原発事故では、事故対応の指揮は、福島第

１原発内にある通信・電源などの重要設備を集合させた免震重要棟でなされました。この免震

重要棟は、福島第１原発の敷地内で唯一免震対策が施され、唯一、地震による破壊から免れま

した。もし、この建物が破壊され、原子炉制御機能と通信機能が奪われていたら、原子炉は完

全に制御不能に陥っていた可能性が高いと言われています。 

	 実は、この免震重要棟は、2007年に新潟地域で起きた地震の経験から建設され、新潟県にあ

る原発では 2010年 1 月、福島第一原発および福島第二原発では 2010 年 7 月に運用が開始され

たものです（東京電力, 2010）。すなわち、地震があとわずか 9 月前に発生していたら福島第一

原発には免震重要棟は存在せず、原子炉の制御が断念され、多くの東電社員や関係者が現場を

放棄・撤退していたと思われます。また、地震が平日の昼ではなく、職員が少ない休日や夜間

に発生していても、制御は非常に困難なものになっていました。 

	 2011年 3 月 25 日付けの、当時の原子力委員長・近藤駿介氏の資料には、より大規模な水素爆

発によって 1 号機から大量の放射性物質が放出されて作業員が撤退せざるを得なくなれば、2・

3 号機の原子炉と 4 号機の燃料プールからさらに大量の放射性物質が放出され、半径 250kmま

でが避難の対象となるとあります。このことは、首都圏から 3000万人の避難が必要になったこ

とを意味しています。この資料の閲覧は事故当時、政府内のごく一部の人に限られ、2011年秋

に明らかにされました。 

	 すなわち、地震の発生が数時間、あるいは数ヶ月ずれていたら、メルトダウンした炉心や燃

料棒の冷却が完全に不可能になり、首都東京の人口を含む数千万人が避難していた可能性があ

ります。そのような日本の東半分が実質的に「壊れる」ようなケースを避けることができたと

いう意味では、福島第一原発事故は「不幸中の幸い」でした。 

 	 さらに、テロに対する懸念も深刻です。福島第一原発事故は、通常兵器を用いて停電事故を

起こして冷却装置を破壊さえすれば原子力発電所を容易にメルトダウンさせることが可能であ

ることを内外に示しました。そして今、日本で爆破テロの対象となり得る送電塔は数百本あり

ます。このうちの数本だけでも爆破されれば、日本に悪夢が再び訪れることになります。 

 

5．石炭火力発電とセットでの導入 

	 原子力発電が導入されれば、石炭火力発電が少なくなるというのも、政治的に非常にナイー

ブな考えです。現実として、日本においては原子力発電所と石炭火力発電所は常に同時に建設・

導入されてきました。すなわち、原子力発電と石炭火力発電は常にセットの技術であり、原子

力発電の稼働率が下がった場合に、石炭火力発電がバックアップとして使われました。その結
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果、これまで日本は、1970年以降、原子力発電を推進しながら一貫して石炭火力発電所を増設

し CO2 排出を増やしてきました。 

	 そうなってしまった最大の理由は、原子力発電を推進する利益集団も、石炭火力発電を推進

しようとする利益集団も、経済官庁、電力会社、大手重機メーカー、エネルギー多消費産業と

いう全く同じ組織や企業だからです。互恵関係にある彼らは、大規模集中型の発電システムを

構築して、固定資産や売電量を最大化する経済的インセンティブを持ちます。そのため、省エ

ネや再生可能エネルギー導入に対しては消極的です。日本では、原子力発電と気候変動対策が

意図的にトレード・オフの関係にあると設定され、気候変動問題を「利用」して原子力発電が

推進されてきました。結果的に、多くの日本人が、そのような陥穽にはまってしまいました。 

	 したがって、石炭火力発電を減らすためにも、脱原発によって産業構造や利益構造を変える

ことが本質的に必要というのが日本での結論です。そしてこれらの現象や状況は日本特有では

なく、同じような産業構造や経済発展段階にある国であれば、どこでも起こりうることだと考

えます。 

 

6. 新型原子炉の役割 

	 博士らは、より安全な新型原子炉であればよいというご意見かもしれません。しかし、安全

性が高いとされる「受動的安全（パッシブ・セーフティ）システム」を搭載した第 3 世代の原

子炉は、2013 年１月時点で世界において建設中の 76 基（日本原子力産業協会, 2013）の原子炉

のうち 2 割以下で、残りの大部分は未だ第 2 世代の設計です（Garthwaite, 2011）。したがって、

稼働中の原発の大部分は 30～40 年前に確立した基礎技術をもとに建設されています。一方、よ

り安全だとされる第 4 世代の原子炉の商業化はまだまだ先です。 

	 また、安全な新しい原発を奨励するのであれば、既存のより危険な原発の廃絶も求めなけれ

ば論理矛盾ではないでしょうか。同時に、日本などが進めている途上国への旧式な原発の輸出

の禁止も唱えるべきかと思われます。	 

	 さらに、新しい原発に対して、メーカーが製造物責任を免れ、原子力事業者の賠償責任が制

限され、民間保険会社が保険を引き受けないという現状が続く場合には、「安全な新しい原発」

という論理的前提が崩れます。すなわち、安全な原発を奨励するのであれば、これらの面での

制度の改正をも主張すべきだと考えます。	 

	 そして、安全な原発でも核廃棄物が発生します。その管理を次世代に負担させることは、気

候変動対策の負担を先送りするのと同じように倫理的に問題があると思われます。	 

いずれにしろ、より安全な原子力発電の導入には非常に長いタイムスパンが必要です。した

がって、産業革命以降の世界平均気温上昇を 2 度以内に抑制するという目標（2 度目標）の達成

などで求められている喫緊の気候変動ガス排出削減方法として想定する方が非現実的になって

います。 
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7. 原子力発電なしでの 2度目標達成可能性 

	 原子力発電に依存しないで野心的な気候変動対策数値目標が達成できるかどうかについては、

これまでいくつかの研究があります。Edenhofer et al.（2010）は、5 つの異なるエネルギー・経

済モデル研究による低炭素シナリオを比較して、2000 年に原子力発電に対する投資が停止した

場合の追加的コストは、2100年における GDPの 0.7 %であることを明らかにしました。また、

最近になって福島第一原発事故以降の脱原発の動きを考慮した研究も出ています。たとえば、

Bauer et al.（2012）は、いわゆる 2 度目標達成に必要な温室効果ガス排出削減を実施しても、追

加的コストは 2020年で GDPの 0.1%以下、2050 年で 0.2％以下としています。Duscha et al.（2013）

は、脱原子力発電によって 2020年に世界全体で温室効果ガスの排出量は 2％上昇するものの、

先進国では GDP の 0.1％の追加的コストで 2 度目標達成が可能だとしています。そして、同じ

Duscha et al.（2013）は、既存研究をレビューした結果、ほとんどの研究が、原子力発電がなく

ても、野心的な気候変動ガス排出削減は世界全体の GDP の 1％以下の追加的コストで可能だと

していることを明らかにしています。しかも、上記の研究は、いずれも気候変動対策による被

害減少のベネフィットを考慮していません。これを考慮すれば、気候変動対策はより経済合理

的になります。 

	 これらの計算は、エネルギー・経済モデル計算によるものに過ぎないという批判はあるかも

しれません。しかし、たとえば再生可能エネルギーの導入コストが多くの予想を裏切るような

スピードで低下していることは事実です。そして、固定価格買い取りなどの制度が伴えば再生

可能エネルギーの普及が加速することは多くの国で実証済みです。 

	 気候変動対策もエネルギー・ミックスの選択も、結局は経済的なコスト、タイミング、そし

て国民の支払い意思が最大の争点です。これまで述べてきたように、既得権益という障害を排

除することができれば、原子力発電や化石燃料に依存せずに 2 度目標を達成することは技術的

にも経済的にも可能です。また、再生可能エネや省エネの導入は、気候変動防止という意義だ

けではなく、エネルギー安全保障や新規産業・新規雇用の創出などの面でもより好ましい選択

肢です。もちろん、原子力発電に依存しない場合、プルトニウムの拡散や兵器転用のリスクを

減少させ、放射性廃棄物の管理コストを下げて次世代への責任転嫁を減らすというベネフィッ

トもあります。 

  

8. 結論： Òロシアン・ルーレットÓに頼らない政策を 

	 気候変動問題が深刻な一方で、国際社会全体が、それの緊急性に対応していないことに対し

ては、私たちも忸怩たる思いがあります。しかし、原子力発電は、一見、気候変動対策として

重要なものに見えるものの、より細かく分析すると、気候変動対策としてもエネルギー源とし

ても、経済合理性と倫理性の両方の問題があるエネルギーです。 

	 実際には、原子力発電を推進することは、気候変動対策推進という意味で、すでに述べた石

炭火力発電依存の加速以外にも様々な逆効果を持ちえます。冒頭でも述べたように、日本にお

ける気候変動懐疑論者は、長く反原発運動に関わっていた人が少なくありません。それは、彼
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らが、日本政府の「気候変動対策に原子力発電は必要」というレトリックに反発し、気候変動

対策を敵視しているからです。 

	 福島第一原発事故は発生させてしまった日本は、様々なガバナンス能力に欠ける特殊な国な

のかもしれません。しかし、世界有数の経済的に豊かな国であり、比較的民主的な政治制度を

持ち、40 年以上の稼働実績を持つ原子力発電に対しては「世界最高水準の安全性」を自負して

いたのも日本です。一方、現在、原子力発電所を建設しようとしている国の多くは、経済的に

豊かではなく、非民主的な国が少なくありません。そのような国で原子力発電所を新たに建設

するコストやリスクを考えた場合、国際社会が原子力発電を気候変動対策として位置づけて推

進を認めることは疑問を通り越して恐怖すら感じます。国際社会が日本の経験を踏まえ、原子

力発電という Òロシアン・ルーレットÓ に頼らない気候変動対策やエネルギー・ミックスを検討

することを切に望みます。  
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IPCC第 5次報告書第 3作業部会の政策的含意	 資料 2 

"各国削減目標の差異化および原子力発電の役割を中心に"      
 

2014 年 4 月 21 日	 東北大学	 明日香壽川（revised version: May 8, 2014） 
asuka@cneas.tohoku.ac.jp 

＜要約＞ 

「気候変動に関する政府間パネル第 5 次報告書第 3 作業部会（IPCC AR5 WG3）」では、様々

な公平性原則に基づいた温室効果ガス（GHG）排出削減の負担分担方法による各国の数値目

標のレンジに関する記述がある。その IPCC AR5 WG3 の記述および依拠している論文による

と、産業革命以降における世界平均気温の上昇を 2 度以内に抑制するという 2 度目標達成の

ためには、たとえば日本、オーストラリア、ニュージーランドは、中間値を取れば、2030 年

に 2010年比で 60％前後が必要な排出削減量となる。また、原子力発電に関しては温暖化対策

に貢献する可能性は認めているものの、その課題として、事故リスク、運用リスク、ウラン

採掘リスク、金融#規制リスク、未解決の廃棄物管理方法、核兵器拡散の懸念、反対世論など

を明記している。また、地球全体で見た場合、原子力発電をフェーズ・アウトしても 2 度目

標達成は技術的に可能であり、経済的に大きな追加的負担をもたらさないことも示している。 

1. はじめに 

	 現在、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の下で、2020年以降の新たな国際枠組みに関する

交渉が続いている。そこにおいて最も困難な議論が各国の温室効果ガス（GHG）排出削減数値

目標の差異化である。また、産業革命以降における世界平均気温の上昇を 2 度以内に抑制する

という 2 度目標の達成における原子力発電の役割も、2011年の福島第一原発事故後、世界と日

本の両方の文脈で重要である。 

	 本稿では、以上の 2 点に関して、2014年 4 月 15 日に公表された「気候変動に関する政府間パ

ネル第 5 次報告書第 3 作業部会（IPCC AR5 WG3）」（IPCC, 2014）の政策決定者用要約（Summary 

for Policy Maker: SPM）、本文、技術要約（Technical Summary: TS）の記述を速報的に紹介し、そ

の政策的含意を考える。 

 

2. 各国削減数値目標の差異化 

	 2007年に発表された IPCC の第 4 次報告書（AR4）の WG3 では、本文第 13 章 Box.13.7にお

いて「2 度目標達成に先進国は 2020年に 1990年比で GHG 排出の 25-40％削減が必要」と記述

された。その結果、民主党政権時の日本や EU などの中期数値目標は、この「25-40％削減」を

参照したものになった。また、その後の関連研究である Elzen and Hohne（2008）は「2 度目標達

成に途上国は BAU 比で 2020年に GHG 排出の 15-30%削減が必要」を示した。この数値も、中

国などの途上国の数値目標の妥当性を検討する際に参照された（例えば、EU Commission, 2009）。 

	 今回の IPCC AR5 WG3では、各国の削減目標差異化に関する記述は主に本文第 6 章にある。
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そこでは様々な目標差異化に関する既存研究の結果を整理し、「能力」「平等」「責任、能力、

必要性（発展の権利）」「均等な一人あたり累計排出量」「段階的方法」の 5 つの排出削減の

負担分担方法による各地域の許容排出量を、既存研究シナリオ（論文）数と共に定量的に示し

ている（図 1）。 

   図 1. IPCC AR5 WG3による 2度目標達成に必要な各地域の数値目標のレンジ（5地域） 

出所：IPCC AR5 WG3, Chap.6, Fig.6.28, p.59 

 

説明 1：2010年比での 2030年の GHG 排出許容量（CO2eq）を示している。GHG 排出削減の負担分担方

法の名称および負担分担方法の概要は以下の通り。詳細については IPCC報告書本文を参照されたい。 

!  Capability（能力）：一人あたりの GDPの大きさに比例して必要削減量を大きくする。 

!  Equality（平等）:一人あたりの排出量を均等にする。 

!  Responsibility, Capability, Need（責任と能力と必要性（発展の権利））：一人あたりの GDPと一人

あたりの排出量均等を組み合わせ、さらに一人あたりでの低排出者の削減を免除する。 

!  Equal Cumulative per Capita Emissions（均等な一人あたり累計排出量）：一人あたりの排出量を均

等にする際に歴史的な排出量も考慮する。 

!  Staged（段階的方法）：一人あたりの排出量などでコミットメントの強さを段階分けする。厳しい

段階では、セクター原単位均等などの負担分担を行う。 

各地域は以下の通り。EIT：東欧およびロシア、OECD-1990：米、カナダ、西欧、日本、オーストラリ

ア、ニュージーランド、ASIA：インド、バングラディシュ、パキスタン、中国、韓国、モンゴル、東南

アジア、太平洋諸国、MAF：アフリカ、LAM ：南米およびカリブ海諸国。 

説明 2：OECD-1990の「責任、能力、必要性（発展の権利）」での排出許容量は-106%〜-128%となり、

図 1 における下限の-100を超えてしまっているために図 1 では示されていない。また、Equal Marginal 

Abatement Costs（限界削減コスト均等）は、各国が限界削減コストが均等になるまで削減する。ただし、

ここでは負担分担方法の一つとしてではなく、参考数値としての位置づけになっている。  
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	 これによると、例えば OECD-1990（いわゆる先進国）では、2 度目標達成に必要な 2010年比

での 2030年の CO2eq排出量は、上位 20%と下位 20%の数値を除いた場合、「能力」では-23%〜

-50%、「平等」では-40%〜-60%、「責任、能力、必要性（発展の権利）」では、-106%〜-128%、

「均等な一人あたり累計排出量」では、-80%〜-84%、「段階的方法」では、-40%〜-55%となる。 

	 この IPCC AR5 WG3の本文第 6 章は 5 地域であるが、依拠している Hšhne et al.（2013）では、

より細かい 10 地域での「2010年比での 2030年排出許容量」を明らかにしている（図 2）。 

 

 

図 2. Hšhne et al.（2013）による 2度目標達成に必要な各地域の数値目標のレンジ（10地域） 

出所：Hšhne et al.（2013） 

 

説明：排出削減の負担分担方法などは図 1 と同じ。各負担分担方法の括弧の中の数字は、既存研究シナ

リオ（論文）の数を示す。図 1 と図 2 の地域分類の対応は以下の通り。 

 

地域 10地域 5地域 2地域 

北米（米、カナダ） NAM OECD-1990 先進国 

西ヨーロッパ WEU OECD-1990 先進国 

日本、オーストラリア、ニュージーランド JPAUNZ OECD-1990 先進国 

経済移行国（東ヨーロッパとロシア） EIT EIT 先進国 

南米およびカリブ海諸国 LAM  LAM  途上国 

アフリカ（サブサハラ） SSA MAF 途上国 

中東および北アフリカ MNA MAF 途上国 

南アジア（インド、バングラディシュ、パキスタン） SAS ASIA 途上国 

東アジア（中国、韓国、モンゴル） EAS ASIA 途上国 

東南アジアおよび太平洋諸国 PAS ASIA 途上国 

出所：Hšhne et al.（2013） 
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	 図 2 によると、例えば JPAUNZ（日本、オーストラリア、ニュージーランド）では、2 度目標

達成に必要な 2010年比での 2030年の GHG排出量は、上位 20%と下位 20%の数値を除いた場合、

「能力」では-10%〜-50%、「平等」では-48%〜-60%、「責任、能力、必要性（発展の権利）  」

では、-106%〜-132%、「均等な一人あたり累計排出量」では、-78%〜-84%、「段階的方法」で

は、-45%〜-53%となる。もし中間値を取るとすれば、2030 年に 2010年比で 60％前後が、日本

などにとって必要な排出削減量となる。 

	 この IPCC AR5 WG3および Hšhne et al.（2013）の分析の特徴は、これまでのほぼすべての既

存研究をレビューし、各研究論文の負担分担方法および具体的な数値目標を整理していること

である。すなわち、独自の負担分担のフォーミュラによる計算ではなく、既存研究において様々

な公平性指標に基づいて計算され、公平な負担分担として各研究論文の中で提案された実際の

数値目標を可能な限り集計して、そのレンジ（幅）を示している。したがって、より客観性お

よび説得力があり、各国がプレッジすべき数値目標のおおよその目安として活用されうる。同

時に、「公平な負担分担に関する客観的な議論や具体的な数値の確定は不可能」という主張を無

効化する可能性がある。 

	 また、IPCC AR5 WG3では、「限界削減コスト均等」という負担分担方法を公平性の指標の一

つとみなしていないことにも留意する必要がある。なぜなら、これまで日本では、主に「限界

削減コスト均等」が適切な負担分担方法として認識されてきたからである。例えば、2008 年に

当時の自民党麻生政権が設置した「中期目標検討委員会」では、「限界削減コスト均等」および

「GDP あたりの対策コスト均等」の二つのみを用いて日本が負担すべき排出削減量が試算され

ているà。 

	 さらに、先進国だけではなく途上国も国によっては大きな削減を要請されているという認識

も重要である。例えば、中国、韓国、モンゴルは、最も削減量が少ない「責任と能力と必要性

（発展の権利）」という負担分配方法でも 2030年に 2010年比で 0%程度の削減が必要である。

これは、例えば中国の場合、2020年前後で GHG 排出量がピークを迎える必要性があることを意

味する。 

                                            
† Greenhouse Development Rights（GDR）と呼ばれる考え方。途上国にはエネルギー・アクセスが困難な人々

がいることなどから、発展する権利（need）として、ある一定の収入以下の人々の排出削減を免除する。

先進国の排出削減必要量が最も大きくなる負担分方法である。詳細については、Baer et al.（2013）などを

参照のこと。 
‡ 2008年 11 月、「地球温暖化問題に関する懇談会 中期目標検討委員会」として、日本の 2020年の GHG

排出削減数値目標を議論するために内閣府に設置された。複数の研究機関が関わり、日本の GHG 排出削減

ポテンシャルなどがエネルギー経済モデルを用いて検討された。国家間における排出削減の負担分担方法

としては、「限界削減コスト均等」および「GDPあたりの対策コスト均等」の二つのみが採用されている

（福井, 2009）。また、経産省などは、2009年頃にセクター・アプローチとして各セクターの原単位を一定

の値に収束させるまでの排出削減量を積み上げて国全体の排出削減量を決めるような方法を提案しており、

その具体的な排出削減量や負担分担方法としての評価がドイツの研究機関である Ecofysによってなされて

いる（Hagemann et al., 2010）。日本での議論を含めた国家間の排出削減の負担分担方法の具体的な内容や議

論の経緯などに関しては明日香（2012）などを参照のこと。 
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3．原子力発電の役割 

	 原子力発電に関して IPCC AR5 WG3では、SPM、本文第 6 章、本文第 7 章、TS などにおいて、

様々な発電技術の一つのオプションとして議論されている。 

	 まず、SPM（p.23）には、原子力発電の評価に関する次のような記述がある。 

 

ÒNuclear energy could make an increasing contribution to low-carbon energy supply, but a variety    

of barriers and risks exist (robust evidence, high agreement). Those include: operational risks, and the 

associated concerns, uranium mining risks, financial and regulatory risks, unresolved waste         

management issues, nuclear weapon proliferation concerns, and adverse public opinionÓ 

（訳）「原子力エネルギーは低炭素エネルギー供給への貢献を増やしていく可能性はあるもの

の、様々な障壁とリスクが存在する（確実な証拠と高い合意に基づく）。それらは、運用リス

クおよび関連する懸念、ウラン採掘リスク、金融#規制リスク、未解決の廃棄物管理問題、核

兵器拡散の懸念、および反対世論などである」 

 

	 また、本文第 6 章（Table 6.7, p.73）および TS（Table TS.3, p.50）では、温室効果ガス削減に

寄与するというベネフィットとは別に、他のポジティブなベネフィット（石炭火力発電を代替

した場合は大気汚染軽減）とネガティブな効果（事故、廃棄物処理、ウラン採掘、核拡散）の

両方が記述されている。 

	 さらに、SPM、TS、本文第 6 章では、原子力発電などの特定技術の有無による 2 度目標達成

のコストの変化を定量的に示している。表 1 は、SPMに記載された表（Table SPM.2, p.18）の一

部であり、原子力発電をフェーズ・アウトした場合などの対策コストの変化を示している。 

 

表 1. 個別発電技術の有無および制限が存在した場合の対策コストの上昇率 

出所：IPCC AR5 WG3 SPM Table SPM.2から筆者が抜粋 

説明 1：すべての利用できる技術を用いた政策シナリオと特定技術を除外した場合の政策シナリオの対

策コスト（マクロ経済モデルにおけるÒ消費Óの BAU シナリオとの差）の差の大きさ（%）を示す。数値

は、2015年-2100年の間の対策コスト差の総計の現在価値（割引率 5%）である。括弧の中は上限値と下

限値。なお、気候変動問題における「コスト」の考え方に関しては、Paltsev（2013）が参考になる。 

説明 2：各シナリオの内容は次の通り。CCS なし（No CCS）: 炭素回収貯留技術を除外、原子力発電フ

ェーズ・アウト（Nuclear Phase Out）: 建設中のものを除いて原子力発電所の新規建設なしで、既存の原

子力発電所は想定操業年数を過ぎたら廃炉、太陽光発電・風力発電の制限（Limited Solar/Wind）: 両発

電エネルギーの最大量をそれぞれ総発電量の 20%に制限、バイオエネルギーの制限（Limited Bioenergy）: 

最大供給量を 100EJ/年に制限。 

技術制限の種類 CCSなし 
原子力発電	 	 	 	 

フェーズ・アウト 
太陽光発電・	 	 	 

風力発電の制限 
バイオ・エネ	 	 	 

ルギーの制限 

対策コスト上昇率（%） 138（29-297） 7（4-18） 6（2-29） 64（44-78） 
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	 図 3 は、前出の SPMにある Table SPM.2の出所元となったもので TS（p.33）にある図である。 

 

 

図 3. 個別発電技術の有無および制限が存在した場合の対策コストの上昇率（%） 

出所：IPCC AR5 WG3, TS, Fig.TS13 

 

説明：数値やシナリオに関して本稿表 1 の説明を参照のこと。 

 

	 表 1 および図 3 は、原子力発電をフェーズ・アウトした場合でも、2 度目標達成のコストが大

きく増大することはないことを示唆しており、これに関して IPCC AR5 WG3の TS（p.47）では

以下のように記述している。 

 

ÒInvestigation of mitigation scenarios not exceeding 580 ppm CO2eq has shown that excluding nuclear 

power from the available portfolio of technologies would result in only a slight increase in mitigation 

costs compared to the full technology portfolio.Ó 

（訳）「580 ppmCO2eqを超えないシナリオの場合、利用可能な発電技術の組み合わせから原

子力発電を除いたとしても、除かなかった場合に比較してわずかの対策コスト上昇のみをも

たらす」 

 

	 さらに、コスト上昇が小さい理由として、本文第 6 章（p.51）では、以下のような記述がある。 

 

Òoptions that are largely confined to the electricity sector (e.g., wind, solar, and nuclear energy)  and  

heat generation tend to show a lower value, both because they cannot be used to generate negative emi

-ssions and because there are a number of low-carbon electricity supply options available that can gene

-rally substitute each otherÓ 
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（訳）「発電技術（例えば、風力、太陽光と原子力）および熱供給技術は、その有無がコスト

増加割合に与える影響において低い値を示す傾向がある。それは、ネガティブな排出をもた

らすことが不可能であることと、利用できる低炭素の発電技術は複数あって互いに代替可能

だからである」 

 

	 すなわち、たとえ原子力発電をフェーズ・アウトしても、代替可能な低炭素発電技術が存在

してコスト増加も大きくないとしている。 

	 なお、本文第 6 章などの原子力発電に関する記述において依拠しているのが Edenhofer et al.

（2010）、Bauer et al.（2012）、Krey et al.（2014）などである。たとえば、Edenhofer et al.（2010）

は、5 つの異なるエネルギー・経済モデル研究による低炭素シナリオを比較して、2000 年に原

子力発電に対する投資が停止した場合の追加的コストは、2100 年における GDP の 0.7 %であ

ることを明らかにしている。また、Bauer et al.（2012）は、2 度目標達成に必要な温室効果ガス

排出削減を実施しても、追加的コストは 2020年で GDP の 0.1%以下、2050年で 0.2％以下とし

ている。なお、これらの研究は、いずれも気候変動対策による被害減少のベネフィットを考慮

しておらず、これを考慮すれば、気候変動対策はより経済合理的になることにも留意が必要で

ある。 

	 したがって、「地球全体で見た場合、原子力発電なしでの 2 度目標達成は技術的には可能であ

り、経済的に大きな追加的負担をもたらすものではない」というのが IPCC AR5 WG3の政策的

含意だと考えられる。なお、IPCCでは、地震などの地域固有のリスクに関しては記述されてい

ない。その点も、日本での文脈で議論する際には留意すべきである。 

  

4．今後の展望 

	 現在の GHG 排出削減数値目標に関する交渉においては、各国が自主的に検討した数値目標

（spectrum of mitigation commitments）を申告するプレッジ・アンド・レビュー方式への支持が広

がっている¤。ただし、EU などは、各国が数値目標をプレッジする際には、その数値目標がどの

ような公平性の指標を用いて作成されたものであることを事前に明らかにするよう提案してい

る（EU, 2014）。また、各国がプレッジした数値目標をシンクタンクなどの第三者機関が何らか

の指標を用いて事後に評価するようなプロセスの創設も提案されている（Tamura et al., 2013）。

これらの場合、参照すべき情報として本稿で紹介した IPCC AR5 WG3第 6 章の Fig.6.28 および

Hšhne et al.（2013）で示された数値は大きな役割を果たすと予想される。 

	 一方、原子力発電に関しては、IPCC AR5 WG3では様々なリスクが明示され、技術的にも経

済的にも原子力発電をフェーズ・アウトしても 2 度目標が達成できることが示された。また、

風力、太陽光、省エネなどが持つポテンシャルが大きいことも IPCC AR5 WG3は示している（例

えば、SPM p.23 および TS p.46）。したがって、各国が温暖化対策のためという名目で原発を強

く推進することは、そのリスク、コスト、代替発電技術の有無などを考慮すると、論理的には

                                            
§ プレッジ・アンド・レビュー方式が支持を得るようになった経緯や実施における課題などに関しては、

Kallbekken et al.（2014）が詳しい。 
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容易ではなくなると予想される。 

	 なお、IPCC AR5 WG3では、本稿で取り上げた数値目標差異化と原子力発電の役割以外にも、

重要な情報あるいは論点が提示されている。それらは、1）野心的な目標を達成するために必要

な対策コストは、GDP成長率に対する影響として考えると 0.06%/年である、2）今世紀末の地球

全体の GDPが現在の数倍以上になっていることを考慮すれば対策コストは相対的には小さいと

考えられる、3）ただし、対策コストやベネフィットは国家間で大きく異なり、概して途上国の

方が先進国に比較して GDP 比でより大きな対策コストを負担する、4）温暖化対策の実施や国

際協調が遅れれば遅れるほど野心的な目標を達成するための対策コストは大きくなる、5）野心

的な目標達成には炭素回収貯留（CCS）が必要不可欠な技術である、6）途上国の GHG 排出パ

スは先進国と同じであり、現実的には Leap-froggingは起きていない、7）途上国の GHG 排出の

一定量は、先進国への製品輸出にともなって発生している、などだと思われる。このような論

点についても、今後、世界と日本の両方で議論が深まることを期待したい。 

  



 19 

参考文献 

明日香壽川（2012）「ダーバン後の「公平」な枠組みの構築へ向けて」Climate Edge, Vol.12, Jan. 

2012, IGES.                                               

http://climate-edge.net/?p=1309  

Baer, P.（2013）ÒThe greenhouse development rights framework for global burden sharing: reflection on 

principles and prospectsÓ, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. 4, 61Ð71 pp. (DOI: 

10.1002/wcc.201), (ISSN: 1757-7799). 

Bauer, N., Brecha, R. J., Luderer, G.（2012）ÒEconomics of nuclear power and climate change mitigation 

policiesÓ, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109, 

16805Ð16810. doi:10.1073.pnas.1201264109. 

Den Elzen, M.G.J. and Niklas Hšhne（2008）ÒReductions of greenhouse gas emissions in Annex I and 

non-Annex I countries for meeting concentration stabilization targetsÓ, Climate Change, No.91, 

pp249-274. 

Edenhofer, O., Knopf, B., Barker, T., Baumstark, L., Bellevrat, E., Chateau, B., van Vuuren, D. P.（2010）

ÒThe economics of low stabilization: Model comparison of mitigation strategies and costsÓ, The 

Energy Journal, 31(Special Issue 1), 11Ð48. 

EU Commission（2009）ÒCOMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a comprehensive 

climate change agreement in Copenhagen- Extensive background information and analysis-PART 

1-{COM(2009) 39 final}{SEC(2009) 102}Ó  
http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm 

European Union（2014）ÒTHE 2015 AGREEMENT Ð PRIORITIES FOR 2014Ó, SUBMISSION BY 

GREECE AND THE EUROPEAN COMMISSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION 

AND ITS MEMBER STATESÓ Athens, 28 February 2014. 
https://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/el-02-28-eu_adp_ws1_submission.pdf 

福井俊彦（2009）『地球温暖化対策中期目標の解説』ぎょうせい. 

Hagemann, M., Moltmann, S., Hšhne N.（2010）ÒSharing emission reductions among developed countries 

with a focus on European and Japanese proposalsÓ. 

http://www.ecofys.com/files/files/aifufaeffortsharingeujapan2010-09-20incldisclaimer.pdf 

Intergovernmental Panel on Climate Change（2014）ÒClimate Change 2014: Mitigation of Climate 

ChangeÓ  

http://www.mitigation2014.org/ 



 20 

Hšhne, Nicklas, Michel Den Elzen, Donovan Escalan（2013）ÒRegional GHG reduction targets based on 

effort sharing: a comparison of studiesÓ, Climate Policy, Vol. 14, No. 1, 122 Ð147. 

http://dx.doi.org/10.1080/14693062.2014.849452 

Kallbekken, S., S¾len H., Underdal A.（2014）ÒEquity and spectrum of mitigation commitments in the 

2015 agreementÓ. 

http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-519 

Krey, V., G. Luderer, L. Clarke, and E. Kriegler（2014）ÒGetting from here to there Ð energy technology 

transformation pathways in the EMF27 scenariosÓ, Accepted for publication in Climatic Change.   

(DOI: DOI 10.1007/s10584-013-0947-5). 

Paltsev, S.（2013）ÒCost Concepts for Climate Change MitigationÓ , Climate Change Economics, Vol. 4, 

Suppl. 1 .                  

http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S2010007813400034 

Tamura Kentaro, Kuramochi Takeshi, Asuka Jusen（2013）ÒA Process for Making Nationally-determined 

Mitigation Contributions More AmbitiousÓ, Carbon and Climate Law Review, 4/2013: pp. 231-241.  

 

  



 21 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 映画『パンドラの約束』を見て	 	 	 	 	 	 	 	 資料 3 

2014年 5 月 29 日 

東北大学	 明日香壽川 

 

	 4 月 11 日に、日本の英国大使館での試写会で Robert Stone監督の映画『パンドラの約束』を

見ました。 

http://www.pandoraspromise.jp/ 

	 コメントをすると結果的に映画の興行支援になってしまう可能性があるので嫌なのですが、

温暖化問題、原子力発電、石炭火力発電の関係などに関して誤解を与える内容になっていると

思います。日本での原子力発電を巡る議論への影響も懸念されるので、簡単な感想と参考とな

る文献を以下に書きます。	 

 

1. この映画の最大のメッセージは「温暖化対策のために温暖化ガスである二酸化炭素を排出し

ない原発が必要」というものです。一方、映画の宣伝チラシの中で推奨文を書いている桜井よ

しこ氏は、二酸化炭素の排出削減を伴う温暖化対策は不要とする温暖化懐疑論者です。 

http://yoshiko-sakurai.jp/2009/02/28/949#trackbacks 

	 すなわち支離滅裂です。このことからだけでも、いかに日本における原発推進の方々が、本

当は温暖化問題の解決は深く考えておらず、温暖化問題を利用しているにすぎないことがわか

ります。 

 

2. 映画のカタログに「サンダンス映画祭 2013 に正式招待され、その際、観客の 75％が原子力

反対だったが、上映終了時は 80％が原子力支持に変わった」という記述があるようです。 

http://blogos.com/article/80403/ 

キャッチーな表現であるため、新聞などで、この言葉と共に映画が紹介されています。 

http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20140417/enn1404171535014-n1.htm 

	 しかし、いつ何人にどのような内容のアンケートをとったのかに関する記述は上記記事にあ

りません。どのようなアンケートを実施すれば、このような断定的な結論が出せるのか研究者

としては興味があります。したがって、とりあえず Òpandora's promise Sundance 80%Óでネット検

索したら、それらしきものは何もヒットせず、サンダンス映画祭の会場で何らかのアンケート

調査を実施したかどうかはわかりませんでした。 

	 以下は個人的な推測です。恐らく何回かの映画上映の後に「（安全だと Robert Stone監督らが

映画の中で主張する）新世代（新型）の原子炉に対する研究開発を支持しますか？」というよ
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うな質問を会場で行った際に賛同者が多かったという監督の個人的な認識が、「80％が原子力

支持に変わった」というような尾鰭がついた話になったのではないかと考えます。 

	 実際に、Robert Stone監督は米 Forbes誌のインタビューで下記のような発言をしています。 

 ÒAfter we screened the film I asked the room if President Obama, as expected, suggests backing a new 

generation of nuclear reactors, how many would support him; 98% of the hands went up. ItÕs been 

consistent everywhere I go.Ó 

http://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2013/06/14/why-billionaire-paul-allen-backed-pro-nuclear-pow

er-film-pandoras-promise/ 

	 すなわち、会場での質問は「もし
．．

新世代の原子炉をオバマ大統領が支持したら、あなたはそ

れを支持しますか？」という類いのもので、それに対する肯定的な意見が多かったにすぎない

のではないでしょうか。技術的なことに詳しくない人が、このように問われたらイエスと言っ

てしまうことは十分に予想できます（それでも「どこの会場でも 98％がイエスだった」という

のが正確かどうかはかなり疑問です）。しかし言うまでもなく、これは「原子力支持に変わっ

た」というものではなく、80％や 98％というのは監督の主観的で感覚的な数字のように思いま

す。 

 

3. この映画は、一体型（統合型）高速炉（IFR: Integrated Fast Reactor）という多くの人にとって

耳慣れない新世代（第 4 世代）の原子炉が多くの問題を解決すると主張していて、かなりの時

間をこの新型炉の紹介に割いています。しかし、IFR は高速増殖炉の一種であって、課題が山積

していて、実用化はかなり難しいという共通認識が日本でも世界でもあるかと思います（増殖

炉 breederという言葉は意識的にか 1 回しか使われていません）。映画では、日本のもんじゅの

事故については触れておらず、新型炉が現在の軽水炉よりもコストが割高で核拡散のリスクも

大きくなる可能性も無視しています。米国では 20 年前の 1994年に IFR の研究開発は合理性が

ないという理由で実質的に止まっているのに、映画ではまだ大規模なレベルでの研究開発が行

われているような印象を与えているように思いました（小規模レベルでの研究は米エネルギー

省で継続されているようです）。現在稼働中および建設・計画中の原発の半分以上が第 2 世代

という事実にも触れていません。 

 

4. 確かに「温暖化対策のために原子力発電が必要」と真剣に主張する人はいます。しかし、温

暖化対策が必要だと真剣に考える人の中では圧倒的少数です。また、映画に出演した「5 人の転

向者」で、温暖化対策の必要性を以前から、そして今でも文章を発表したりして強く訴えてい

るのは、私が知る限りではジャーナリストの Mark Linus氏だけです。 
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5. チェルノブイリ事故の影響や死亡者については、最近になって様々な研究報告が出ていて、

いまだに議論があるかと思います。なので、映画の中で国際原子力エネルギー機関（IAEA）が

関わった 2005 年発表という報告書の数字だけを引用するのはどうかなと考えます（詳細は、下

記で紹介した文献をご参照ください）。また、福島事故では一人も放射線による死亡者がでな

いだろうという Mark Linus氏の断定的な発言も、事故で多くの人の人生が壊れた日本で暮らす

一人としては違和感があります。 

 

6. 映画では、「温暖化対策のためには石炭火力発電か原子力発電の二者択一しかない」という

トレード・オフ関係が強調されています。例えば、出演者の一人 Richard Rhodesに「原発反対の

人は、基本的に石炭火力推進」と発言させています。しかし、これは石炭火力発電と原子力発

電の両方に反対しつつ温暖化対策を強く推進すべきと考える多くの人々の存在を意図的に無視

しています。トレード・オフの議論は、一見わかりやすいのでメディアや一般の人は受け入れ

てしまいがちな議論です。しかし実際には再生可能エネルギーや省エネのポテンシャルは非常

に大きくなっています。原発と石炭火力はトレード・オフの関係にあると主張する研究者は非

常に少数であり、今年の 4 月に発表された最新の IPCC報告書は、ある意味で逆のメッセージ、

すなわち「原子力はコストが高くてリスクが大きい」「原子力発電は温暖化対策に不可欠の技

術ではない」「再生可能エネルギーや省エネのポテンシャルが大きい」というメッセージを出

していると考えられます（詳しくは下記 URL を参照ください）。 

http://www.cneas.tohoku.ac.jp/labs/china/asuka/_userdata/IPCC%20AR5%20WG3%20review26.pdf 

 

7．原子力発電をめぐる政治経済的な利益構造に関して何も触れていないのはあまりにもナイー

ブです。 

 

8. 「原発反対派は 60 年代、70 年代のヒッピーのような人たちで、推進派は、より冷静で合理

的な人たち」というコミカルな対比は、逆に映画の信頼性を貶めているように思いました。ま

た、途上国のスラムの子供を見せて原子力があれば貧困が無くせるというイメージ演出もミス

リーディングです。言うまでもなく、貧困の原因はエネルギーだけではありません。 

 

9. 最後に、この映画の致命的な欠陥あるいは意図的な隠蔽は、原子力発電のコストに関しては

ほとんど議論していないことです。とにかく未知の技術にバラ色の期待を抱かせて、原子力発

電のコストが高いという事実も反対派の意見も無視するという手法は、典型的なプロパガンダ

映画と言われてもしようがないものかと思います。 
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	 以下は、Beyond Nuclear という米国の団体が作成した映画の批判論文です。日本の原子力情

報資料室が翻訳していて、全文がダウンロードできます。ここでは、URL と論文の結論部分だ

けを紹介します。 

----------- 

『偽 り の 約 束：原子力推進のウソを撃つ』	  

BEYOND NUCLEAR 報告書	 リンダ・ペンツ・ガンター著 

www.BeyondNuclear.org 

2013 年 8 月 

 

全文（英語） 

http://www.beyondnuclear.org/pandoras-false-promises/ 

 

全文（日本語） 

http://www.cnic.jp/files/20130828_pandora.pdf 

 

要約版（英語） 

http://www.beyondnuclear.org/storage/pandoras-false-promises/Pandora_Two-Pager_Handout_July2013.

pdf 

 

以下は結論（Conclusions）部分の和訳です。 

 

"  発電用原子炉にどのような構造を選択しても建設には時間がかかり、お金がかかり、潜在

的リスクが過大で、しかも発生する長寿命核種を含んだ放射性廃棄物の処理は完全に手つ

かずの状態である。これでは気候変動を緩和する目的にまったく役立たない。 

"  いわゆる第 4 世代原子炉への関心があるが、一体型高速炉(IFR)や小型原子炉(SMR)やトリ

ウム燃料炉も含めて、極めて今日的な気候変動危機からはあまりに離れている。このよう

な炉形式でも投下資本は高額であり、ナトリウム冷却の増殖炉は過酷な火災の危険があっ

て大事故につながる恐れがあり、放射性廃棄物の山をさらに積み上げ、複雑で大量生産も

できず、緊急を要する気候変動対策としては役立たないし現実的な助力にもならない。 

"  IFR の経済性は、SMR 方式であったとしても現在の軽水炉より低い。世界的に興味が薄

れている現状は斜陽産業の資金的凋落を反映している。 

"  IFR は放射性廃棄物を消し去ることなどできず、理論的には核種を変換できるにすぎない。

ここでも最終処分施設はやはり必要とされる。燃焼モードで運転する高速炉の開発も、ほ
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とんどは紙の上での研究段階である。 

"  洋上風力発電や地熱発電といった再生可能エネルギーはÒベース負荷Óを安定供給すること

ができる。そもそもベース負荷が唯一の解答ではない。農業人口の多い開発途上国であれ

ば再生可能エネルギーによる分散発電の方が適している。先進国であっても分散電源は妥

当な選択肢である。例えばドイツでは再生可能エネルギー発電に協同組合モデルが適用さ

れ、良い結果を生み出している。 

"  いろいろな研究においても、ドイツの実例でも、再生可能エネルギーとエネルギー効率化

とで原子力や化石燃料を置き換えられるし、長期雇用もより多く創出できるのだ。石炭か

原子力かという選択ではない。どちらも廃止できるし、廃止されるべきである。 

"  再生可能エネルギーを大幅に導入する前であっても、エネルギー使用を節減しエネルギー

効率を向上させれば、老朽原子力発電所は更新せずに廃止していくことができる。 

"  Òチェルノブイリによるがん死亡数は、ロシア、ベラルーシ、ウクライナで 4000 人Óとい

う世界保健機関(WHO)のあまりにも控えめな数字を原子力推進派が信奉していることは理

解に苦しむ。この数値はまったく信頼されなくなっているし、WHO は明白な原子力推進

団体である IAEA の監視におかれたままである。 

"  チェルノブイリに関する数多くの健康被害研究による予測では、独立の研究成果に基づい

て、全世界のがん死亡者数は少なくとも数万人から数十万人とされている。がん以外の原

因を含めた死亡者数はさらに大きくなるだろう。 

"  フクシマ原子力災害による健康被害の実態が完全にわかるまでに数十年はかかるだろう。

各個人の健康に多様な結果として表れるだろうし、現在の世代には見つからない影響もあ

る。被曝で生じるがんも、発生までには数十年かかるものがある。 

"  Ò環境保護論者Óの定義を大幅改変しない限りÒ原子力を推進する環境保護論者Óなどありえ

ない。環境保護を主張するなら地球から鉱物を絞り取る持続不可能な産業は支持できない

し、ましてやがんの原因となる放射性元素をまきちらし、有毒な廃棄物を生み出し、一度

事故が起きれば広い範囲が永久に居住不能となってしまう可能性さえある原子力のような

産業はとても支持できない。 

"  気候変動への対策として世界的なプルトニウムの商業原発利用を推進すると、兵器に使え

るプルトニウムとその技術をÒ誤用Óするかもしれない国家や暴力集団へ渡すことになる。

これでは核兵器の使用を奨めるようなものであり、使ってしまえば地球環境には直ちに取

り返しのつかないダメージが広がる。Ò小規模Óな核戦争でさえ急速な気候変動をもたらす

だろうし、核の冬と同じように農業生産は世界的に壊滅するだろう。 

"  原子力は気候変動への対策としてまったく効率的でもなく、経済的でもなく、安全でもな

く、時間的に間に合わないだけでなく、世界的エネルギー需要増加への答にもならない。 
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"  私たちはもう組織的に、そして残念なことに決して緩やかではなく、この惑星を人間起原

の気候変動で破壊しつつある。地球温暖化を核の冬に置き換えてはならない。 

 

日本語版発行: 原子力情報資料室 

監訳: 松久保肇(原子力資料情報室) 

翻訳: 岡山文人 

---- 

 

以下は、英語ですが、映画『パンドラの約束』に関する英 Nation 紙での二人のジャーナリスト

の対談で参考になります。 

http://www.thenation.com/article/174733/pandoras-terrifying-promise-can-nuclear-power-save-planet#ix

zz2W2OgQYnO 

 

以上 

 


